
港区環境基本計画（素案）から区民意見を踏まえて修正した主な内容

＊簡易な修正等については省略し、主な修正点を掲載しています。

地球温暖
化対策担
当

担当課

環境課

地球温暖
化対策担
当

港区環境基本計画（素案）　〔令和２年１１月〕 港区環境基本計画　〔令和３年２月〕
P

No
P

2 17 深刻化する地球温暖化とこれに伴う気候変動による影響
あらゆる主体が連携して、まちと暮らしにイノベーションを起こし、2050年に温
室効果ガスの排出量が実質ゼロとなる「脱炭素社会」の実現をめざすとともに、
区民が安全に安心して快適に暮らせるまちをつくる適応策を進めることが急務

17 「脱炭素社会」の実現に貢献するため、区内の温室効果ガス削減を一層加速さ
せ、2050年までに温室効果ガスの排出実質ゼロを達成することが不可欠
気候変動による様々な影響が懸念されており、区民が安全に安心して快適に暮ら
せるまちをつくる適応策を進めることが急務

寄せられた区民意見
別冊に詳細が書かれている事項がある場合、計画素案に別冊の該当ページ
が記載されているとより親切だと思う。

1 16 本項の構成
（略）

16 本項の構成
（略）
※「港区環境基本計画（別冊）」の参照ページについて
「港区環境基本計画（別冊）」により詳細な説明や関連する情報が掲載されてい
る箇所には、参照先の項目、ページ番号を付記しています。

→本編P17、18、19、20、22、23、26、32、34、64、75、78、87、89、96、104、
109に付記

寄せられた区民意見
17ページ表題下の数行の文章について、改行されているところが文章の区
切りであることがわかるように表現してほしい。

寄せられた区民意見
26ページのエネルギーの面的管理・利用の促進について、「港区低炭素ま
ちづくり計画、2019 年２月」の施策１（２）「エネルギーの面的管理・
利用の促進」において、１）高効率なエネルギー面的利用の導入促進、
２）スマートエネルギーネットワークの推進が具体的な施策として示され
ており、表現の整合を考えて、具体的な記述が必要である。
また、整合を図り、58ページの環境に配慮した適切なまちづくりの誘導、
開発事業等の適切な誘導について、「エネルギーの面的管理・利用の促進
を通じた」地域におけるエネルギーの有効活用～と追記すべき。

3 26 ●コラム●　田町駅東口北地区におけるスマートエネルギーネットワークの街区
間連携
（略）
エネルギー利用を最適化すると同時に、災害時にも必要な電気と熱を72時間供給
することができるスマートエネルギーネットワークが導入、運用されてきまし
た。
（略）

27 ●コラム●　田町駅東口北地区におけるスマートエネルギーネットワークの街区
間連携
（略）
エネルギー利用を最適化すると同時に、ガスコージェネレーションシステム（Ｃ
ＧＳ）を中心とした、災害時にも必要な電気と熱を72時間供給することができる
スマートエネルギーネットワークが導入、運用されてきました。
（略）
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みなとリ
サイクル
清掃事務
所

みなとリ
サイクル
清掃事務
所

環境課

担当課

■マイバッグ・マイボトル等の利用促進
(略)
近年増加するテイクアウト用の使い捨てプラスチック容器に代わる「ドギーバッ
グ」の普及を促進します。

6 51 現状と課題
（略）
また、令和２（2020）年３月29日から羽田空港新飛行経路の運用が開始され、区
民からは航空機の騒音等に対する不安の声が寄せられています。

52 現状と課題
（略）
また、令和２（2020）年３月29日から羽田空港新飛行経路の運用が開始され、区
民からは航空機の騒音等に対する不安の声や新ルートの固定化回避に関する意見
等が寄せられています。

5 48 ■容器包装リサイクル制度の見直しなど拡大生産者責任の強化
●（略）
・商品の製造販売やサービスの提供の段階におけるプラスチックの使用抑制

・環境負荷の少ない素材への切替え
（略）

寄せられた区民意見
区内の飲食店からのテイクアウト、野外イベントの飲食において、消費者
が持参した容器でも提供を受けられるよう、提供側の受け入れと工夫を推
奨すること。バイオプラスチックなどの代替の素材を推奨するだけでは不
十分である。容器持参が普通である社会にしていくべきである。

寄せられた区民意見
区内のコンビニや自販機における飲料ペットボトルの販売を軽減していく
取組を要望する。区内のペットボトル飲料の生産者、販売者と調整しなが
ら、販売量を減らしていく必要がある。

寄せられた区民意見
羽田空港新飛行経路の運用について、絶え間なく続く騒音、飛行機からの
落下物、墜落への不安など、低空飛行によって直接影響、被害を受けるの
は多くの区民であり区内に働き学ぶ人たちである。港区として国に対し危
険な都心低空飛行を止め、従来の海上ルートに戻すよう強力に言うべき。
環境基本計画の柱の一つにすべき。

No 港区環境基本計画（素案）　〔令和２年１１月〕 港区環境基本計画　〔令和３年２月〕
P P

4 42 ■マイバッグ・マイボトルの利用促進
（略）

43

49 ■容器包装リサイクル制度の見直しなど拡大生産者責任の強化
●（略）
・商品の製造販売やサービスの提供の段階におけるプラスチックの使用抑制
・使い捨てを前提とした製品の生産や過剰包装の見直し
・環境負荷の少ない素材への切替え
（略）
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環境課

担当課

環境課

環境課

環境課

羽田空港新飛行経路の運用について、絶え間なく続く騒音、飛行機からの
落下物、墜落への不安など、低空飛行によって直接影響、被害を受けるの
は多くの区民であり区内に働き学ぶ人たちである。港区として国に対し危
険な都心低空飛行を止め、従来の海上ルートに戻すよう強力に言うべき。
環境基本計画の柱の一つにすべき。

寄せられた区民意見
外来種への対策は主に陸上生物について書かれており、水域の外来種への
対策に関する記述が乏しいように思う。

寄せられた区民意見

寄せられた区民意見
施策８、９について、科学的な数値など問題を反映する目標を設定するこ
と。公害苦情件数、環境影響調査審査会の開催数は、健康で快適にくらせ
るまちの指標にはなっておらず、目標として適切ではない。公害に関して
は科学的数値が、環境への配慮に関しては、建設や大規模工事に関しての
件数に対する環境アセスメントの評価数や課題解決数など、問題を解決す
る一助になるような指標が望ましい。

寄せられた区民意見

53 施策８の目標 良好な生活環境が確保されている
公害苦情件数

施策９の目標　まちづくりに際して環境への配慮が適切に行われている
環境影響調査審査会の開催数

54 施策８の目標 良好な生活環境が確保されている（大気汚染・悪臭・騒音・振動
等）
公害苦情件数

施策９の目標　まちづくりに際して環境への配慮が適切に行われている
環境影響調査審査会※の開催数

※法律・経済、環境、建築・都市計画、地域活動、行政の学識経験者等で構成
し、区長が環境影響調査書案に対する意見を作成するに当たり、専門的な見地か
ら審査し、適正な環境配慮や対策がなされるよう、意見を述べる機関

7

No 港区環境基本計画画（素案）　〔令和２年１１月〕 港区環境基本計画　〔令和３年２月〕
P P

8 56 ■騒音・振動、悪臭などへの対策
（略）
●羽田空港新飛行経路の運用について、騒音の状況や区民の声等を国に伝えると
ともに、積極的に騒音対策等に取り組むよう求めていきます。

57 ■騒音・振動、悪臭などへの対策
（略）
●羽田空港新飛行経路の運用について、騒音の状況や区民の声等を国に伝えると
ともに、更なる騒音対策や新ルートに限らず飛行経路に係る様々な運用等を検討
するよう求めていきます。

9 81 ■外来種の侵入・拡散の防止
（略）
●公園におけるイベントや講座を通じ、外来種を観察しながら生態や外来種への
接し方を学ぶ機会を設けます。

82 ■外来種の侵入・拡散の防止
（略）
●公園におけるイベントや講座を通じ、池の中の外来種等を観察しながら生態や
外来種への接し方を学ぶ機会を設けます。

全体的に、ＳＤＧｓアイコンが小さくて全く目に入らない。アイコンはい
らないのでは。もしくは前半にもっと明確にＳＤＧｓアイコンごとの説明
等を載せて、ＳＤＧｓの項目１つ１つの意味を区民に本気で知らせるかど
ちらかだと思う。中途半端にアイコンを入れても意味がない。

10 - （記載なし） 別冊
156

参考資料４　本計画の施策に関連するＳＤＧｓのゴール

※このほか、施策ごとの「関連するＳＤＧｓのゴール」のアイコン表記を拡大
（本編P26、32、34、36、43、47、50、56、58、60、70、71、72、75、78、87、
89）
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